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①京都府の保険適用の不妊治療への助成について 
2022 年 4 月から一部の不妊治療が保険適用になり、京都府では、一部市町村で不妊治療に対 

する助成制度が行われています。保険適用の不妊治療や保険適用の不育症治療も対象になってい 

ます。助成金は、医療保険の自己負担の 2 分の 1 以内で下記を限度に助成します。 

〔不妊治療〕1 年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日まで）の診療について、上限 6 万円、 

（治療行為の中に先進医療を含む場合は、上限 10 万円）、 

〔不育症治療〕1 回の妊娠について、上限 10 万円。 

助成制度の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。 

＜共済会の医療費申請について＞ 
不妊治療の費用について、高額医療費に該当する場合は、先に高額療養費の手続きを済ませて 

下さい。そして、お住まいの自治体に不妊治療の助成の手続きをした上で、共済会に医療費の申

請をして下さい。なお、自治体への手続き等により、受診後 6 か月以内に共済会への医療費申請

ができない場合は、申請書の余白欄に事情を記入していただき、申請して下さい。 

②京都府子ども医療費支給制度 2023 年 9 月診療分から制度拡充へ 
京都府では、子ども医療費助成制度のうち通院

費について、自己負担上限額を 1 医療機関当たり月

200 円とする対象を、2023 年 9 月診療分から、小

学校卒業までに拡大されます。中学生は、自己負

担上限額 1,500 円（1 ヶ月あたり）でこれまでと制

度は変わりません。なお、市町村によっては、さ

らに拡充されている場合があります。詳しくは、

お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。        

お詫びと訂正 
2023 年 6 月 7 日発行の連絡会ニュースの「共済会会員口座の未利用口座管理手数料の導入に伴う振

り込みについてのお知らせ」で手数料の金額に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。      

【誤】金融機関が定めた日以降に開設した口座に 2 年間入出金実績がない場合、年間手数料(1080 円)を

口座引き落としする制度で、口座残金が手数料よりも少ない場合は強制的に口座が解約されるものです。 

【正】金融機関が定めた日以降に開設した口座に 2 年間入出金実績がない場合、年間手数料(1320 円)を

口座引き落としする制度で、口座残金が手数料よりも少ない場合は強制的に口座が解約されるものです。 
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9 月 17 日に予定しておりました京都のバレーボール大会は、近畿ブロ

ックの企画（スポーツ交流会、世界遺産巡り）の中止を受けて理事会で協

議した結果、中止となりました。

 

 

  

＜スポーツ大会について＞  
 11 月 3 日に予定しておりましたスポーツ大会は、近畿ブロック協議会にて協議した結

果、感染対策が前提であり、マスクをしての運動は厳しいなどの意見があり、開催中止と

なりました。 

 ＜世界遺産巡りについて＞ 
11 月～12 月に予定しておりました世界遺産巡りは、近畿ブ

ロック協議会について協議した結果、開催中止となりまし

た。  
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下さい。 


